
理由

「区域及び構造は計画図表示のとおり」

　3・3・3号東松山鴻巣線について、周辺道路の交通渋滞の緩和及び東松山市と鴻巣市を結ぶ交通ネット
ワーク強化のため、本路線の終点及び延長を変更するものです。
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4車線 23.5m

東松山都市計画道路の変更（埼玉県決定）

１．都市計画道路中３・３・３号東松山鴻巣線を次のように変更する。
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